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平成３０年度公共用水域水質測定計画

１．趣 旨

この測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定に基づき、本県の区域に属する公共用

水域の水質の測定に関する国及び地方公共団体の計画を、統一的視点から総合的に実施

できるよう協議・調整して、公共用水域の水質の測定について必要な事項を定めるもの

である。

２．内 容

測定地点、測定項目、測定頻度及び測定機関（調査担当機関）は、次のとおりとする。

なお、調査地点については調査地点図を参照のこと。

(1) 河 川 ：別表１

(2) 湖 沼 ：別表２

（注） 採水頻度 ：一日採水回数欄の数値は、採取水層数を示す。

(3) 海 域 ：別表３

（注） ① 美保湾、江の川河口海域、浜田川河口海域

採水頻度 ：一日採水回数欄の数値は、採取水層数を示す。

② 海水浴場水域

遊泳適否調査を除く水質環境基準監視調査実施分を示す。

(参考) 海水浴場遊泳適否調査

（注） ① 海水浴場区分及び採水頻度は、次のとおり。

ア.主要海水浴場 ：利用者概ね５万人以上又は環境基準類型指定水域

の海水浴場

遊泳期間前・期間中に各２日（１日２回午前午後)

イ.その他海水浴場 ：利用者概ね５万人未満の海水浴場

遊泳期間前に２日（１日２回午前午後）

② その他必要事項等実施要領は別途定める。

３．採 水 時 期

(1) 採水は、採水日前において、比較的晴天が続き水質が安定している日を選ぶものと

する。

(2) 低水流量時及び水利用が行われている時期を含めるものとする。

４．採 水 部 位

試料の採水部位は原則として次のとおりとする。

(1) 河 川 ：流心部の表面水（水深の２割程度の深さ）

(2) 湖 沼 ：表層（湖面下0.5ｍ）と下層（湖底上1.0ｍ）

(3) 海 域 ：表層（海面下0.5ｍ）と下層（海面下5.0ｍ）



５．採取時に実施すべき事項

(1) 河川の場合：採水日時、採取位置（右岸又は左岸からの距離）、水深、流量、降雨

状況などを記録する。また、一部試料の酸素固定を行うほか、水温、気

温、色相、濁度又は透明度、臭気などについても現地で測定又は観測す

ることを原則とする。

(2) 湖沼の場合：河川に準ずる。

(3) 海域の場合：採水日時、水深、干満潮の時刻、降雨状況等を記録する。

また、一部試料の酸素固定を行うほか、水温、気温、色相、油膜、透

明度、臭気等についても現地で測定又は観測することを原則とする。

６．分 析 方 法

(1) 環境基準項目

｢水質汚濁に係る環境基準について｣(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)に掲げ

られた測定方法によることとする。

(2) 特殊項目

｢排水基準を定める総理府令｣(昭和46年 6月21日環境庁告示第35号)に掲げる方

法によることを原則とする。

(3) 要監視項目

｢水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の

測定方法について｣(平成 5年 4月28日環水規第1 2 1号環境庁水質保全局水質規制課長

通知)によることを原則とする。

(4) 要測定指標等

「要測定指標等の測定の実施及びアンケートの実施について（協力依頼）」(平成

25年3月25日環水大水発第1303251号環境省水・大気環境局水環境課長通知)によるこ

とを原則とする。

(5) トリハロメタン生成能

｢特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置

法施行規則第5条第2項の規定に基づき環境庁長官が定める検定法｣(平成 7年 6月16

日環境庁告示第30号)に掲げる方法によることを原則とする。

７．調査結果の送付

調査結果は、別紙様式1-1～1-7により、各測定機関において四半期ごと（ 4～6月分、

7～9月分、10～12月分、翌年1～3月分）に取りまとめ、年4回、次の各項により測定機

関ごとに定める期限内に送付するものとする。

但し、生活環境項目（日間平均値）が水質汚濁防止法第18条に規定する緊急時に相当

する場合及び健康項目（日間平均値）が環境基準を超過して検出された場合には、状況

把握を行うとともに、その結果を直ちに島根県環境生活部環境政策課（以下「環境政策

課」という。）へ送付するものとする。

(1) 市 町 村 ： 7月、10月、1月の各20日及び4月 5日までに管轄保健所へ送付

するものとする。



(2) 保 健 所 ： 7月、10月、1月の各月末及び4月15日までに管内の市町村報告

分と併せて取りまとめ環境政策課へ送付するものとする。

(3) その他の測定機関： 7月、10月、1月の各月末及び4月15日までに環境政策課へ送付

するものとする。

８．そ の 他

(1) この計画に定めのない事項については、関係機関が協議して定めるものとする。

(2) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素についてはその合計で環境基準を設定してあるが、今

後の検討に資するためそれぞれの濃度もあわせて報告すること。

(3) 別表１～３及び参考に示した測定計画では「測定機関」の欄の表記は次のとおりの

略称を用いている。

測定機関名及び表記（略称）等

表記（略称） 正 式 名 称 機関ｺｰﾄﾞ

国交省出雲 国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所 027

国交省浜田 国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所 026

県:委託 島根県環境生活部環境政策課 028

松江HC 松江市・島根県共同設置松江保健所 011

県:雲南HC 島根県雲南保健所 023

県:出雲HC 島根県出雲保健所 012

県:県央HC 島根県県央保健所 015

県:浜田HC 島根県浜田保健所 013

県:益田HC 島根県益田保健所 014

県:保環研 島根県保健環境科学研究所 018

県:松江県土 島根県松江県土整備事務所広瀬土木事業所 007

県:県央県土 島根県県央県土整備事務所大田事業所 006

県:浜田県土 島根県浜田県土整備事務所 003

県:益田県土 島根県益田県土整備事務所 005

松江市 松江市 032

浜田市 浜田市 017

出雲市 出雲市 024

益田市 益田市 033

江津市 江津市 010

雲南市 雲南市 054

邑南町 邑南町 042



数 値 の 取 扱 い 方 法

項目

区分 生 活 環 境 項 目 健 康 項 目 等 特 殊 項 目 等

(1) 報告下限値未満の数値は、｢＜報告下限値｣と記載する。

（記載例「BOD:0.4→<0.5」）

(2) 有効数字は 2 桁とし、 3 桁目以下を切り捨てる。

（記載例「DO:10.7→10」）

(3) 報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

（記載例「SS:2.6→2」）

(4) 報告上限値以上の数値は、｢ ＞ 報告上限値｣と記載する。

（記載例「透視度:>100」）

(5) 欠測ﾃﾞｰﾀは空白とする。

有効数字 ① ｐＨは小数第 2 位 ① 全シアンの報告下 ① 気温、水温は小数

等 を四捨五入し、小数 限値( 0 . 1 )未満の数 点以下第 2 位以下を

点以下 1 桁までとす 値は、ｶﾗﾑ左寄せで 切り捨て、小数点以

る。 ｢ND｣と記載する。 下第 1 位までとする

② 大腸菌群数は指数 ② アルキル水銀の報 ② 流量は小数点以下

表示とする。 告下限値(0.0005)未 第 3 位以下を切り捨

③ n-ヘキサン抽出物 満の数値は、カラム て、小数点以下第 2

質含有量の報告下限 左寄せで｢ND｣と記載 位までとする。

値( 0 . 5 )未満の数値 する。 ③ そのほかの項目の

は、カラム左寄せで ③ PCBの報告下限値 報告下限値は、報告

｢ND｣と記載する。 (0.0005)未満の数値 書に記載可能な桁ま

は、カラム左寄せで でとし、最小限度は

｢ND｣と記載する。 少数点以下第 4 位ま

④ 硝酸性窒素及び亜 でとする。

硝酸性窒素は各測定 ④ トリハロメタン生

値の合計値を求めた 成能の算出（加算）

後に、上記(2)(3)の に当たっては、クロ

桁数処理を行う。た ロホルム生成能、ブ

だし､各測定値のい ロモジクロロメタン

ずれか一方が報告下 生成能、ジブロモク

限値未満の場合は、 ロロメタン生成能、

その報告下限値未満 ブロモホルム生成能

に代えて報告下限値 が報告下限値未満の

の数値を測定値とし 数値である場合に

て扱う。 は、報告下限値の数

値として取扱い、加

算する。

平 均 値 ① 有効数字を 2 桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、

報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値

の桁までとする。

② 報告下限値未満の数値は報告下限値の数値として取扱う。

報告下限 公共用水域水質測定結果報告書 様式1-1～1-7の「*4：報告下限値」の

値 とおりとする。


